
（１）共通審査基準

審査項目 審査の観点 審査基準 得点

事業執行体制
の妥当性

○事業実施主体の要件を満たしている
か。
○定款など組織運営に必要な規程は整
備されているか。
○事業を執行するために必要な体制
（人員、事務処理体制、管理体制）を
有しているか。

【５点満点】
５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

など

事業執行方法
の妥当性

○申請者の現状における課題が明確と
なっており、その課題解決に向けた取
組内容となっているか。また、取組内
容は事業の趣旨と合致しているか。
○事業の執行にあたり、適正なスケ
ジュールが設定されているか。
○提出された事業実施計画書に記載漏
れはないか。また、添付書類の欠落は
ないか。

【５点満点】
５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

など

補助金管理体
制の妥当性

○会計規程が整備されているか。
○円滑な経理事務を行うことができる
適正な執行体制を有しているか。
○財務状況が健全な団体であるか。

【５点満点】
５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

など

○障害者が就労しているか。 就労している場合は、　１
点加点

〇事業の取組が地域計画に位置付けら
れているか（見込みを含む）。

位置付けられている場合
（見込みも含む）は、　１
点加点 

交付決定取消
の原因となる
行為の有無

○過去３か年に国からの交付決定取消
を受けていないか。

該当する場合は、０点
※０点の場合は不採択

他の補助事業
での評価

○過去に実施した国の補助事業の評価
において、成果目標が未達となってお
り、指導が続いている。

該当する場合は、－４点

満点  １７点
（１）

優先加算

別添  審査表  １（国産濃厚飼料生産の推進のうち国産濃厚飼料の生産技術実証）

応募者名：



審査項目 審査の観点 審査基準 得点

①効果的な事業が期待できるか。 【６点満点】

ア計画全般

○現状や地域特性を踏まえた課題や課
題解決に向けた方針が明確にされてい
るか。
○実証の内容が、課題を解決するため
に効果的な内容となっているか。
○実証の内容、作業時期等が明確に示
されており計画的な取組となっている
か。

６点：特に効果を高めるた
めの工夫がある
４点：効果的な内容である
２点：効果を高めるための
改善が必要
０点：事業効果が期待でき
ない
　※０点の場合は不採択

イ実証規模

〇実証の規模は課題に対して過大でな
いか。

０点：適切である
－３点：過大となっている

②取組の定着や普及が期待できるか。 【４点満点】

ア生産された国産濃厚飼料を利用する
畜産農家が明確となっているか。

２点：利用する畜産農家が
明確となっている
０点：利用する畜産農家が
明確でない
（出荷先が畜産農家以
外となっている）

イ普及啓発活動の実施

〇現地検討会等を開催するか。（事業
の関係者以外の者が参加可能なもの）
○取組事例等を掲載したパンフレット
やマニュアルの作成・配布を行うか。
○ホームページや機関誌等への掲載に
よる取組事例等の周知を実施するか。

１点：取組予定あり
０点：取組予定なし

③カビ毒の検査体制の整備

○生産段階及び利用段階でのカビ毒検
査を実施する体制が整備されるか。

１点：実施予定あり
０点：実施予定なし

④その他 【４点満点】

ア目標の水準

事業計画等の
妥当性

（２）事業別審査基準



○成果目標の設定水準（単収、生産コ
スト等）

１点：成果目標が以下のう
ち１つ以上設定されている
・単収を５％以上増加又は
1000kg/10a以上（子実とう
もろこし）
・生産コストを３％以上低
減
・新たに生産する場合に
あっては生産を可能とする
ための実証が含まれている
０点：上記以外

イ当該作物の生産経験

〇生産実証支援においては、新たに生
産を開始する取組を優先する。

１点：新規の取組
０点：生産実績あり

ウ農地の有効利用

○畑地での生産又は水田での転作作物
としての生産を行う。

２点：畑地での生産
１点：水田での生産
（「水田農業高収益化推進
計画」に子実用とうもろこ
し（飼料用に限る）が位置
付けられている）
０点：水田での生産
（「水田農業高収益化推進
計画」に位置付けられてい
ない）

満点  １４点

審査項目 得点

満点  ５点

合計ポイント
（１）＋（２）＋（３）

複数年度にわ
たって事業を
実施する必要
性
【５点満点】

審査の基準

－１点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が乏しい。

２点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が認められ、事業
の効率化が図られる計画である。

（３）継続地区加算ポイント（１つを選択）

３点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が認められ、成果
目標の向上が見込まれる計画である。

５点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が認められ、成果
目標向上 見直 が行われた計画とな る



※事業執行体制の妥当性、事業執行方法の妥当性、補助金管理体制の妥当性、事業計画等の
妥当性のうち①効果的な事業が期待できるかについて及び④その他イ当該作物の生産経験
（生産モデル支援の場合のみ）については、いずれか一つでも０点の評価を受けた場合は、
不採択とする。

（３）地方農政局の所見

※一部見直しが必要との評価の場合は、どのような見直しが必要か記載すること。

※一部見直しが必要との評価を受けた事業実施主体候補者に対しては、採択通知に該当箇所
の見直しを条件とする旨、記載すること。



別添　審査表　２（未利用資源等の利用技術実証・普及）

応募者名：

（１）共通審査基準

審査項目 審査の観点 審査基準 得点

満点　１６点

（１）

他の補助事業
での評価

○過去に実施した国の補助事業の評価
において、成果目標が未達となってお
り、指導が続いている。

該当する場合は、－４点

交付決定取消
の原因となる
行為の有無

○過去３か年に国からの交付決定取消
を受けていないか。

該当する場合は、０点
※０点の場合は不採択

補助金管理体
制の妥当性

○会計規程が整備されているか。

○円滑な経理事務を行うことができる
適正な執行体制を有しているか。

○財務状況が健全な団体であるか。

など

【５点満点】

５点：適切である

３点：一部見直しが必要

０点：適切ではない

※０点の場合は不採択

事業執行方法
の妥当性

○申請者の現状における課題が明確と
なっており、その課題解決に向けた取
組内容となっているか。また、取組内
容は事業の趣旨と合致しているか。

○事業の執行にあたり、適正なスケ
ジュールが設定されているか。

○提出された事業実施計画書に記載漏
れはないか。また、添付書類の欠落は
ないか。

など

【５点満点】

５点：適切である

３点：一部見直しが必要

０点：適切ではない

※０点の場合は不採択

事業執行体制
の妥当性

○事業実施主体の要件を満たしている
か。

○定款など組織運営に必要な規程は整
備されているか。

○事業を執行するために必要な体制
（人員、事務処理体制、管理体制）を
有しているか。

など

【５点満点】

５点：適切である

３点：一部見直しが必要

０点：適切ではない

※０点の場合は不採択

優先加算 ○障害者が就労しているか。
就労している場合は、1点
加点



（２）事業別審査基準

審査項目 審査の観点 審査基準 得点

ア　事業推進体制の構築

イ　事業全般

イ　成果目標

○成果目標は、取組の効果を定量的に評
価できる客観的な指標が設定されてい
る。

〇　未利用資源等利用計画を策定する事
　業実施計画となっている。

②　事業実施計画等の事業内容が適切
　なものか。

【10点満点】

ア　未利用資源等利用計画の策定

２点：未利用資源等利用
計画を策定する事業実施
計画となっている

０点：未利用資源等利用
計画を策定する事業実施
計画となっていない

※０点の場合は不採択

５点：十分

４点：概ね十分

１点：一部見直しが必要

０点：適切ではない

※０点の場合は不採択

事業計画等の
妥当性

①　効果的な事業が期待できるか。 【５点満点】

○現状や地域特性を踏まえた課題や課題
解決に向けた方針が明確にされている
か。

○事業費は効率的なものであり、かつ、
実証の規模等過大なものになっていない
か。

○事業の円滑な推進を図るため、エコ
フィード等に係る民間企業、都道府県等
の試験研究機関、食品事業者、飼料製造
事業者、畜産農家等と連携した推進体制
が構築されているか。

２点：適切

１点：一部見直しが必要



審査項目 審査の観点 審査基準 得点

満点　１５点

（２）

○技術検討会や研修会を開催する計画
となっているか。

○製造する飼料について、飼安法及び
これらに基づく命令により定められた
基準及び規格に適合させ、遵守状況を
自ら点検し、確実に実施する体制が構
築されているか。

エ　未利用資源等利用体制の分析

○実証結果等を踏まえた調査・分析を
行う計画となっているか。

３点：複数の取組予定あ
り

１点：取組予定あり

０点：取組予定なし

○未利用資源等を活用した飼料の製造
実証に取り組む計画となっているか。

２点：飼安法等に係る体
制が構築されているとと
もに、飼料の製造実証に
取り組まれており、効果
的な内容である

１点：飼安法等に係る体
制が構築されており、計
画の策定もされている
が、効果を高めるための
改善が必要

０点：上記以外

※０点の場合は不採択
事業計画等の
妥当性

ウ　未利用資源等利用体制の構築に必
要
　な実証

○家畜への給与実証に取り組む計画と
なっているか。

１点：取組予定あり

０点：取組予定なし



（３）継続地区加算ポイント（１つを選択）

 

満点　５点

（３）

（４）地方農政局の所見

※一部見直しが必要との評価の場合は、どのような見直しが必要か記載すること。

※一部見直しが必要との評価を受けた事業実施主体候補者に対しては、採択通知に該当箇所
の見直しを条件とする旨、記載すること。

合計ポイント
（１）＋（２）＋（３）

　２点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が認められ、事業の効率
化
　　　が図られる計画である。

　３点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が認められ、成果目標の
向
　　　上が見込まれる計画である。

　５点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が認められ、成果目標向
上
　　　の見直しが行われた計画となっている。

－１点：複数年度にわたって事業を実施する必要性が乏しい。

複数年度にわ
たって事業を
実施する必要
性
【５点満点】

※（１）共通審査基準及び（２）事業別審査基準のうち①、②ア、ウについては、いずれか
一つでも０点の評価を受けた場合は、不採択とする。



（１）共通審査基準

審査項目 審査の観点 審査基準 得点

事業執行体制
の妥当性

○事業実施主体の要件を満たしている
か。

○定款など組織運営に必要な規程は整
備されているか。

○事業を執行するために必要な体制
（人員、事務処理体制、管理体制）を
有しているか。

【５点満点】
５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

など

事業執行方法
の妥当性

○申請者の現状における課題が明確と
なっており、その課題解決に向けた取
組内容となっているか。また、取組内
容は事業の趣旨と合致しているか。

○事業の執行にあたり、適正なスケ
ジュールが設定されているか。

○提出された事業実施計画書に記載漏
れはないか。また、添付書類の欠落は
ないか。

【５点満点】
５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

など

補助金管理体
制の妥当性

○会計規程が整備されているか。

○円滑な経理事務を行うことができる
適正な執行体制を有しているか。

○財務状況が健全な団体であるか

【５点満点】
５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

など

○障害者が就労しているか。 就労している場合は、　１
点加点

〇事業の取組が地域計画に位置付けら
れているか（見込みを含む）。

位置付けられている場合
（見込みも含む）は、　１
点加点 

交付決定取消
の原因となる
行為の有無

○過去３か年に国からの交付決定取消
を受けていないか。

該当する場合は、０点
※０点の場合は不採択

他の補助事業
での評価

○過去に実施した国の補助事業の評価
において、成果目標が未達となってお
り、指導が続いている。

該当する場合は、－４点

満点  １７点
（１）

優先加算

別添  審査表  ３（生産性の高い持続可能な飼料産地形成促進）

応募者名：



審査項目 審査の観点 審査基準 得点

① 効果的な事業が期待できるか。 【５点満点】
○協議会は都道府県及び畜産関係団体
等により構成され、関係機関と連携
し、都道府県を範囲とする取組を効果
的に実施することができる体制となっ
ているのか。

５点：十分期待できる
３点：期待できる
１点：取組効果を高めるた
め一部改善が必要
０点：事業効果が期待でき
ない
※０点の場合は不採択

②　事業実施計画等の事業内容が適切
なものか。

【１５点満点】

○現状やこれまでの取組を踏まえて、
課題事項が適切に設定されているか。

５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

○課題事項の解決に向けて取り組むべ
き事項が明確となっているか。

５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

○取組内容に対する事業費は適切で効
果的か（過大になっていないか）。

５点：適切である
３点：一部見直しが必要
０点：適切ではない
※０点の場合は不採択

満点  ２０点
（２）

合計ポイント
（１）＋（２）

※一部見直しが必要との評価の場合は、どのような見直しが必要か記載すること。
※一部見直しが必要との評価を受けた事業実施主体候補者に対しては、採択通知に該当箇所
の見直しを条件とする旨、記載すること。

（２）事業別審査基準

事業計画等の
妥当性

（３）地方農政局の所見
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